
運用報告書（全体版）
作成対象期間：第８期（2024年３月１日～2025年２月28日）

受 益 者 の み な さ ま へ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、アモーヴァ オフショア・ファンズ　NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド（以下「ファンド」
といいます。）は、このたび、第８期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し
上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

代行協会員管理会社

アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド（注） 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

アモーヴァ オフショア・ファンズ（注）

NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド
米ドルクラス／円クラス

ケイマン諸島籍　オープン・エンド契約型　公募外国投資信託
（注）日興ＡＭオフショア・ファンズ（以下「トラスト」といいます。）は、2025年９月１日付で名称をアモーヴァ オフショア・ファンズに変更しました。以下同じです。

（注）‌�日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッドは、2025年９月１日付で
商号をアモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッドに変更しました。
以下同じです。
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ファンドの仕組みは次のとおりです。

フ ァ ン ド 形 態 ケイマン諸島籍　オープン・エンド契約型　公募外国投資信託

信 託 期 間 アモーヴァ オフショア・ファンズのマスター信託証書の締結日（2012年10月15日）から150年間

運 用 方 針 ファンドの投資目的は、配当収益および値上がり益により中長期のトータル・リターンを実現することです。

主 要 投 資 対 象 ハイブリッド証券

フ ァ ン ド の
運 用 方 法

ファンドは、非金融会社である発行体により発行され、ムーディーズ、Ｓ＆Ｐまたはフィッチから格付が付
与された投資適格および投資不適格の双方のハイブリッド証券に主として投資するものとします。

主 な 投 資 制 限

⃝�ファンドが保有するハイブリッド証券の総比率は原則として純資産価格の90％を下回りません。
⃝�ファンドは転換社債またはマネー・マーケット・ファンドに投資を行いません。
⃝�ポートフォリオにおける単一の発行体の最大許容比率は10％を超えません。
⃝�空売りの結果、ファンドを代理して空売りされたすべての証券の総額が、かかる空売りの直後にファンド

の資産の評価額を超える場合に、証券の空売りを行いません。
⃝�借入の結果、ファンドを代理して行われた借入の残高の総額が、かかる借入の直後にファンドの純資産の

評価額の10％を超える場合に、原則として当該借入を行いません。
⃝�投資会社ではない単一の法人の株式に関して、株式の取得の結果、管理会社および／またはその受任者が

運用するすべてのミューチュアル・ファンドが保有する当該法人の議決権付株式総数が、当該法人の議決
権付発行済株式総数の50％を超えることになる場合に、当該株式を取得しません。

⃝�証券取引所に上場されていない、または現金化が容易ではない投資対象の取得に関して、投資対象の取得
の結果、ファンドが保有するかかるすべての投資対象の総額が、当該取得の直後に直近の入手可能な純資
産価格の15％を超える場合に、原則としてかかる投資対象を取得しません。

⃝�投資対象の取得または追加取得の結果として、ファンドの資産総額の50％超が金融商品取引法（昭和23年
法律第25号、その後の改正を含みます。）の第２条第１項に定義される「有価証券」の定義に該当しない
資産から構成される結果となる場合、かかる投資対象の取得または追加取得を行いません。

⃝�受益者の権利を害する取引またはファンドの資産の適正な運用に反する取引（投資顧問会社および／もし
くはその受任者または第三者（受益者を除きます。）の利益を図るための取引を含みますが、これらに限
定されません。）を行いません。

⃝�自己取引を行いません。
⃝�単一の発行体のデリバティブ商品から生じる未実現利益の10％超を有することはありません。疑義を避け

るために付言すると、本制限は、満期日が取引日から120日未満に設定されている為替リスクのヘッジのた
めの通貨フォワードには適用されません。

⃝�投資顧問会社またはその関係会社により設立された投資信託の受益権への投資を行いません。

分 配 方 針

⃝�原則として毎月の決算（毎月15日。ただし、営業日でない場合は翌営業日。（以下「分配日」といいま
す。））に、分配可能なファンドの資金から分配金は支払われます。

⃝�分配は、分配日の前営業日に宣言されます※。
⃝�分配金は、関連する分配日（同日を含みます。なお、同日は分配落ち日に当たります。）から５営業日後

に海外で支払われます。
※当該日が営業日でない場合には、かかる分配は、前営業日に宣言されるものとします。
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■１口当たり純資産価格等の推移について

Ⅰ. 当期の運用経過および今後の運用方針

（注１）�騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。
（注２）�１口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。以下同じです。
（注３）�分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質

的なパフォーマンスを示すものです。
（注４）分配金再投資１口当たり純資産価格は、第７期末の１口当たり純資産価格を起点として計算しています。
（注５）ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注６）ファンドにベンチマークは設定されていません。

○１口当たり純資産価格の主な変動要因
（値上がり要因）
・コーポレート・ハイブリッド証券のスプレッドが縮小したこと。
・米国およびドイツの短中期国債利回りが低下したこと。
・保有する証券のクーポン収入を得たこと。

（値下がり要因）
・�該当事項なし。

第７期末の１口当たり純資産価格

8,249円

第８期末の１口当たり純資産価格

8,135円
（分配金額：300円）

騰落率

2.29％

米ドルクラス

円クラス

第７期末の１口当たり純資産価格

9.56米ドル

第８期末の１口当たり純資産価格

9.92米ドル
（分配金額：0.36米ドル）

騰落率

7.66％

（百万米ドル）（米ドル）

１口当たり純資産価格（左軸）
分配金再投資１口当たり純資産価格（左軸）

純資産総額（右軸）
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■分配金について
　当期（2024年３月１日～2025年２月28日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ下表のとおりです。
なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額
と比較する目的で、便宜上算出しているものです。

米ドルクラス� （金額：米ドル）

分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額
（対１口当たり純資産価格比率（注１））

分配金を含む
１口当たり純資産価格の変動額（注２）

2024/ 3 /15 9.60 0.03
（0.31%） 0.07 

2024/ 4 /15 9.59 0.03
（0.31%） 0.02 

2024/ 5 /15 9.62 0.03
（0.31%） 0.06 

2024/ 6 /17 9.59 0.03
（0.31%） 0.00 

2024/ 7 /16 9.68 0.03
（0.31%） 0.12 

2024/ 8 /15 9.77 0.03
（0.31%） 0.12 

2024/ 9 /17 9.82 0.03
（0.30%） 0.08 

2024/10/15 9.86 0.03
（0.30%） 0.07 

2024/11/15 9.85 0.03
（0.30%） 0.02 

2024/12/16 9.90 0.03
（0.30%） 0.08 

2025/ 1 /15 9.83 0.03
（0.30%） −0.04 

2025/ 2 /18 9.94 0.03
（0.30%） 0.14 

（注１）�「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ
ａ＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額
ｂ＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額
以下同じです。

（注２）�「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。
分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ
ｂ＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額
ｃ＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格
以下同じです。

（注３）2024年３月15日の直前の分配落ち日（2024年２月15日）における１口当たり純資産価格は、9.56米ドルでした。
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円クラス� （金額：円）

分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額
（対１口当たり純資産価格比率（注１））

分配金を含む
１口当たり純資産価格の変動額（注２）

2024/ 3 /15 8,263 25
（0.30%） 23 

2024/ 4 /15 8,219 25
（0.30%） −19 

2024/ 5 /15 8,208 25
（0.30%） 14 

2024/ 6 /17 8,140 25
（0.31%） −43 

2024/ 7 /16 8,180 25
（0.30%） 65 

2024/ 8 /15 8,219 25
（0.30%） 64 

2024/ 9 /17 8,222 25
（0.30%） 28 

2024/10/15 8,233 25
（0.30%） 36 

2024/11/15 8,184 25
（0.30%） −24 

2024/12/16 8,199 25
（0.30%） 40 

2025/ 1 /15 8,099 25
（0.31%） −75 

2025/ 2 /18 8,154 25
（0.31%） 80 

（注）2024年３月15日の直前の分配落ち日（2024年２月15日）における１口当たり純資産価格は、8,265円でした。
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■投資環境およびポートフォリオについて
○投資環境
（市場環境）
　当報告期間において、コーポレート・ハイブリッド証券市場はスプレッドの縮小、インカム収入およ
び金利低下のプラス寄与により概ね一本調子で上昇しました。
　2024年３月から６月のリスク性資産はボラティリティの小さい穏やかな上昇相場でした。４月に強め
の米国経済指標を材料に先行きの米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退して金利が上昇す
る局面は見られましたが、５月以降は経済指標の軟化を受けて金利市場は落ち着きを取り戻しました。
６月には欧州中央銀行（ECB）が利下げを開始しました。６月から７月にはフランスで極右政権が誕生
し、同国の財政状況が一段と悪化するとの懸念が高まりましたが、このシナリオは実現しなかったこと
もあり、クレジット市場全般への悪影響は限定的でした。金利サイクルが転換点を迎えて先行きの金利
低下見通しが高まったとの見方から、投資資金の債券への回帰も鮮明となり、コーポレート・ハイブ
リッド証券市場は堅調に推移しました。８月初めには市場予想を大幅に下回る米国雇用指標の発表を受
けて米国景気の深刻な悪化懸念が急速に広がり、リスク性資産は急落し、金融市場全般のボラティリ
ティは急上昇しました。株は下落しクレジットスプレッドは拡大する一方、質への逃避の動きの高まり
から金利は急低下しました。しかしながら、その後に公表された米国の経済指標は緩やかな景気減速を
示唆する内容であり、深刻な景気減速は避けられるとの見方が再び大勢を占めるようになったことか
ら、リスク性資産は同月末にかけて戻す展開となりました。９月にはFRBが政策金利を0.5％引き下げ、
利下げサイクルに入りました。コーポレート・ハイブリッド証券市場は続伸しました。10月には翌月に
迫った米国大統領選・議会選が強く意識される市場展開となりました。共和党のトランプ候補が大統領
選で勝利するとの観測が高まったことから金利は上昇する一方、リスク性資産は上昇しました。11月の
選挙でトランプ候補が大統領に選出され、共和党が上下両院を制する結果となったことを受けて、リス
ク性資産は12月末にかけて好調を維持しました。ECBは９月から2025年１月にかけて４会合連続で
0.25％の利下げを決定しました。コーポレート・ハイブリッド証券市場は上昇基調を辿りました。2025
年１月には米国でトランプ二次政権が発足しましたが、注目された貿易政策について主要な貿易相手国
に対する関税引き上げの具体策の公表は４月とされたことから、この段階では金融市場で大きく懸念さ
れることはなく、緩やかな米国景気の減速と世界的なインフレ圧力の低下を背景としたリスクオンの流
れは２月末にかけて続き、コーポレート・ハイブリッド証券市場は強い展開が続きました。

（今後の市場見通し）
　コーポレート・ハイブリッド証券の発行体の収益性は直近のピークから低下しているものの、経営陣
は利益率を維持するためコスト管理を強化しています。トランプ政権による新たな関税政策はコスト管
理の取り組みを困難なものにする可能性があります。全体的には一部の発行体で個社要因による信用リ
スクの悪化がみられるものの、クレジット・ファンダメンタルズは概ね安定しています。スプレッドは
歴史的低水準にあるものの、利回り面では依然として投資妙味が残っています。関税政策の影響が遅効
的に顕在化し金融市場が不安定化する可能性にも留意してまいります。一方、企業が利益率への下押し
圧力緩和策を模索することによりスプレッドの過度拡大が抑制されることも予想されます。引き続き
ECBによる金融政策の動向やトランプ政権の関税・その他政策などのマクロ要因とそれらが発行体のク
レジット・ファンダメンタルズに及ぼす影響を注視しつつ、インカム収入の獲得および資産価値の長期
的な成長を目指した運用を継続する方針です。

○ポートフォリオ
　発行体のファンダメンタルズ対比での投資妙味を勘案し、発行市場および流通市場双方における投資
機会を活用して運用を行いました。国別では英国、フランス、ドイツなどの発行体を中心とし、セク
ター別では景気変動の影響を受けにくい公益、通信セクターを中心とするポートフォリオとしました。
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■投資の対象とする有価証券の銘柄
　当期末現在における有価証券の銘柄については、後記「Ⅲ．ファンドの財務書類」の「投資有価証券
明細表」をご参照ください。

■今後の運用方針（2025年２月末時点）
　強固なファンダメンタルズを備えるセクター、発行体に分散投資します。ソブリン・リスクが大きい
ギリシャや新興国の発行体は組み入れない方針です。旅行やレジャー、ホテル、航空会社等、景気の波
に影響されやすいセクターへの投資はゼロとし、景気減速の影響を受けにくい公益や通信セクターを
ポートフォリオの核として重点的に組み入れます。景気循環セクターでは堅実なファンダメンタルズを
持つ発行体を慎重に選択して投資します。投資評価の際は、事業リスクが全体的に低い点や利益の変動
幅が小さい点、規制事業で業績が景気の変動に左右されにくい点を重視します。
　将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

■費用の明細

項　　目 年　率　／　金　額 項　目　の　概　要

管理・投資顧問報酬 0.30% 運用財産の管理および運用などの対価

副投資顧問報酬 0.35% 運用などの対価

副管理事務代行報酬／
名義書換事務代行報酬

0.06〜0.08%
（ただし、年間最低報酬80,000米ドル） 受益証券の純資産価格の算出業務などの対価

代行協会員報酬 0.05% 目論見書や運用報告書等の販売会社への送付、受益証券１口
当たり純資産価格の公表業務等の対価

販売報酬 0.65%
運用報告書等各種書類の送付、販売会社における受益者の取引
口座内でのファンドの管理および事務手続、購入後の情報提供等
の業務の対価

受託・管理事務代行報酬 0.015%
（ただし、年間最低報酬15,000米ドル） ファンドの受託業務、運営業務などの対価

その他の手数料等 0.26％ 取引手数料、目論見書の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、
税金、ファンドの設立費用等

（注１）各報酬（その他の手数料等を除く。）については、目論見書に定められている料率または金額を記しています。
（注２）保管会社および副管理事務代行会社は、運用財産の保管業務などの対価として通常の保管報酬および取引手数料を受領する権利も有します。
（注３） �「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれています。便宜上、当期のその他の手数料等の金額をファンドの

当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率で表示していますが、実際の比率とは異なります。
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１. 純資産の推移
米ドルクラス受益証券

純資産総額 １口当たり純資産価格
（米ドル） （円） （米ドル） （円）

第１会計年度末
（2018年２月28日） 62,318,176.00 9,024,295,067 10.44 1,512

第２会計年度末
（2019年２月28日） 47,211,429.00 6,836,687,033 10.02 1,451

第３会計年度末
（2020年２月29日） 29,189,271.00 4,226,898,334 10.61 1,536

第４会計年度末
（2021年２月28日） 25,004,453.00 3,620,894,839 10.62 1,538

第５会計年度末
（2022年２月28日） 16,556,208.00 2,397,504,480 9.87 1,429

第６会計年度末
（2023年２月28日） 16,402,183.00 2,375,200,120 9.09 1,316

第７会計年度末
（2024年２月29日） 25,772,179.00 3,732,069,241 9.56 1,384

第８会計年度末
（2025年２月28日） 33,797,487.00 4,894,214,092 9.92 1,437

2024年３月末日 27,123,311.60 3,927,726,753 9.63 1,395
４月末日 27,683,269.77 4,008,814,295 9.59 1,389
５月末日 29,119,904.85 4,216,853,421 9.64 1,396
６月末日 30,451,354.21 4,409,660,603 9.65 1,397
７月末日 29,873,590.79 4,325,994,682 9.74 1,410
８月末日 29,688,555.00 4,299,199,650 9.82 1,422
９月末日 30,947,602.49 4,481,522,317 9.86 1,428
10月末日 31,534,235.87 4,566,472,696 9.86 1,428
11月末日 30,367,813.19 4,397,563,028 9.87 1,429
12月末日 31,229,133.70 4,522,290,851 9.89 1,432

2025年１月末日 31,981,332.32 4,631,216,733 9.92 1,437
２月末日 33,797,487.00 4,894,214,092 9.92 1,437

（注）�米ドルの円貨換算は、2025年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.81円）によります。以下、米ドルの
金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。

円クラス受益証券
純資産総額 １口当たり純資産価格

（円） （円）
第１会計年度末

（2018年２月28日） 9,393,871,563 10,313

第２会計年度末
（2019年２月28日） 7,174,360,266 9,675

第３会計年度末
（2020年２月29日） 5,208,004,048 10,031

第４会計年度末
（2021年２月28日） 4,213,414,408 9,957

第５会計年度末
（2022年２月28日） 3,088,746,795 9,253

第６会計年度末
（2023年２月28日） 4,962,964,239 8,302

第７会計年度末
（2024年２月29日） 4,386,108,087 8,249

第８会計年度末
（2025年２月28日） 2,813,799,644 8,135

2024年３月末日 4,246,995,399 8,269
４月末日 3,987,669,118 8,194
５月末日 3,928,832,958 8,201
６月末日 3,748,320,719 8,171
７月末日 3,713,639,503 8,220
８月末日 3,469,633,339 8,236
９月末日 3,061,836,647 8,248
10月末日 2,933,559,177 8,212
11月末日 2,892,644,665 8,189
12月末日 2,840,837,524 8,161

2025年１月末日 2,862,816,398 8,156
２月末日 2,813,799,644 8,135

Ⅱ. 運用実績



8

２. 分配の推移	 （１口当たり、税引前）

米ドルクラス受益証券 円クラス受益証券

（米ドル） （円） （円）

第１会計年度 0.27 39 225

第２会計年度 0.36 52 300

第３会計年度 0.36 52 300

第４会計年度 0.36 52 300

第５会計年度 0.36 52 300

第６会計年度 0.36 52 300

第７会計年度 0.36 52 300

第８会計年度 0.36 52 300



－  － 
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Ⅲ．ファンドの財務書類 
 

本書記載のファンドの財務書類は、ファンドに関するFinancial Statementsから抜粋され、日本語訳されたもの

です。かかる日本語訳における用語または語句の意味がFinancial Statementsの英語の原文と一致せずまたは不明

確である場合には、Financial Statementsの英語の原文が優先されます。 

 



－  － 
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独立監査人の報告書 

 

 

NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンドの受託会社である 

CIBCカリビアン・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド御中 

 

 

意見 

 我々は、NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド（以下「ファンド」という。）の2025年２月28日時点の資

産負債計算書（投資有価証券明細表を含む。）ならびに同日に終了した年度の関連する運用計算書、純資産変動計

算書、キャッシュ・フロー計算書および財務ハイライト（関連する注記を含む。）で構成される、添付の財務書類

（以下合わせて「財務書類」という。）について監査を行った。 

 我々の意見では、添付の財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に従って、ファンドの2025年

２月28日時点の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績、純資産の変動、キャッシュ・フローおよび財

務ハイライト情報についてすべての重要な点を公正に表示しているものと認める。 

 

意見の根拠 

 我々は、米国で一般に公正妥当と認められた監査基準（以下「US GAAS」という。）に準拠して監査を実施し

た。この基準に基づく我々の責任については、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項に詳述さ

れている。我々は、監査に関連する倫理上の要件に準拠して、ファンドから独立した立場にあり、その他の倫理上

の責任を果たすことが求められている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠として充分かつ適切で

あると確信する。 

 

財務書類に関する経営陣の責任 

 経営陣は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、財務書類の作成および公正な表示に関して

責任を負い、不正または過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成および公正な表示に関す

る内部統制の計画、実施および維持に責任を負う。 

 財務書類の作成において、経営陣は、当財務書類の公表が可能になった日から１年間、ファンドの継続性に重大

な疑念を生じさせると総合的にみなされる状況または事象が存在するかどうかを評価することが求められている。



－  － 

 

 

11

財務書類の監査に関する監査人の責任 

 我々の目的は、不正または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信

を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではある

が、絶対的な確信ではないため、US GAASに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを

保証するものではない。不正により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽

記載を発見できないリスクよりも高い。これは不正が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化

を伴っている可能性があるためである。虚偽記載は、個別にまたは全体として、財務書類に基づく合理的な利用者

の判断に影響を与える可能性が大きい場合、重大とみなされる。 

 US GAASに準拠した監査を実施するにあたり、我々は、以下を実施する。 

・監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。 

・不正または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対

応する監査手続きを計画および実施する。かかる手続きには、財務書類中の金額および開示に関する証拠を試査

により検証することが含まれる。 

・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、

監査に関する内部統制を理解する。したがって、内部統制の有効性に関して意見を表明するものではない。 

・全体的な財務書類の表示の評価と同様に、経営陣が採用した会計方針の妥当性および経営陣が行った重要な会計

上の見積りの合理性を評価する。 

・我々の判断において、合理的な期間にわたるファンドの継続性に重大な疑念を生じさせると総合的にみなされる

状況または事象が存在するかどうかを確定する。 

 我々は、特に計画する監査の範囲および時期、重要な監査所見ならびに我々が監査を通じて特定した特定の内部

統制に関する事項について統治責任者に報告することが求められている。 

 

 

プライスウォーターハウスクーパース 

2025年７月９日 

 



－  － 
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NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 

資産負債計算書 

2025年２月28日現在 

（別途明記されない限り、米ドルで表示） 

 

  （米ドル）  （千円） 

資産：     

投資有価証券－時価（取得価格 46,963,138米ドル）  47,742,831  6,913,639 

現金  641,803  92,939 

外貨－時価（取得価格 392,358米ドル）  394,048  57,062 

受益証券の発行による未収金  2,182,515  316,050 

未収利息  951,271  137,754 

為替先渡し契約に係る未実現評価益  857,184  124,129 

資産合計  52,769,652  7,641,573 

     

負債：     

為替先渡し契約に係る未実現評価損  137,720  19,943 

未払専門家報酬  43,754  6,336 

未払販売会社報酬  42,597  6,168 

未払保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬  23,601  3,418 

未払管理報酬  20,093  2,910 

未払代行協会員報酬  11,372  1,647 

未払受託会社報酬  8,577  1,242 

その他の未払費用  12,301  1,781 

負債合計  300,015  43,445 

     

受益者に帰属する純資産  52,469,637  7,598,128 

     

純資産内訳：     

払込済資本  67,137,181  9,722,135 

累積純利益および分配金  (14,667,544) (2,124,007)

受益者に帰属する純資産  52,469,637  7,598,128 

     

受益証券１口当たり純資産価格     

（円クラス 2,813,799,644円 

÷ 発行済受益証券345,891口） 
 

8,135円   

（米ドルクラス 33,797,487米ドル 

÷ 発行済受益証券 3,406,015口） 
 

9.92米ドル  1,437円 

     

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 

 

（※）円貨換算は、１米ドル＝144.81円による。 

 



－  － 
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NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 

運用計算書 

2025年２月28日に終了した年度 

（米ドルで表示） 

 

  （米ドル）  （千円） 

投資収益：     

利息（700米ドルの源泉徴収税控除後）  2,288,313  331,371 

雑収入  312  45 

 投資収益合計  2,288,625  331,416 

     

費用：     

販売会社報酬  341,004  49,381 

管理報酬  341,004  49,381 

保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬  161,289  23,356 

専門家報酬  123,897  17,942 

代行協会員報酬  26,231  3,799 

受託会社報酬  14,998  2,172 

名義書換事務代行報酬  9,997  1,448 

その他の費用  10,092  1,461 

 費用合計  1,028,512  148,939 

     

純投資収益  1,260,113  182,477 
     

実現利益／（損失）および未実現評価益／（評価損）の変動：     

実現利益／（損失）     

 投資有価証券  420,603  60,908 

 外国為替取引および為替先渡し契約  (1,097,311) (158,902) 

  実現純損失  (676,708) (97,994) 

未実現評価益／（評価損）の変動     

 投資有価証券  526,535  76,248 

 外貨換算および為替先渡し契約  1,506,752  218,193 

  未実現評価益の純変動  2,033,287  294,440 

  実現純損失および未実現評価益の純変動  1,356,579  196,446 

     

運用による純資産の純増加  2,616,692  378,923 

     

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 

 

（※）円貨換算は、１米ドル＝144.81円による。 

 



－  － 
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NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 

純資産変動計算書 

2025年２月28日に終了した年度 

（米ドルで表示） 

 

  （米ドル）  （千円） 

下記による純資産の増加（減少）：     

     

運用：     

純投資収益  1,260,113  182,477 

実現純損失  (676,708) (97,994) 

未実現評価益の純変動  2,033,287  294,440 

運用による純資産の純増加  2,616,692  378,923 

     

受益者への分配：     

 円クラス  (826,397) (119,671) 

 米ドルクラス  (1,091,546) (158,067) 

分配金合計  (1,917,943) (277,737) 

     

資本取引：     

発行済受益証券     

 円クラス（34,512口）  1,809,179  261,987 

 米ドルクラス（1,319,957口）  12,895,753  1,867,434 

買戻済受益証券     

 円クラス（220,325口）  (12,025,233) (1,741,374) 

 米ドルクラス（610,612口）  (5,986,182) (866,859) 

資本取引による純資産の純減少  (3,306,483) (478,812) 

     

純資産の減少額合計  (2,607,734) (377,626) 

     

純資産：     

期首現在  55,077,371  7,975,754 

期末現在  52,469,637  7,598,128 

     

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 

 

（※）円貨換算は、１米ドル＝144.81円による。 

 



－  － 
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NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 

キャッシュ・フロー計算書 

2025年２月28日に終了した年度 

（米ドルで表示） 

 

  （米ドル）  （千円） 

運用活動によるキャッシュ・フロー：     

運用による純資産の純増加  2,616,692  378,923 

     

運用による純資産の純増加額を運用活動による現金収入（純額）へ

調整するための修正： 
 

  

 

投資対象の購入  (13,787,899) (1,996,626) 

投資対象の売却および満期による手取金  21,494,860  3,112,671 

企業借入債務および短期投資に係る打歩および割引の償却および

（増価）（純額） 
 

(50,399) (7,298) 

投資有価証券に係る実現利益  (420,603) (60,908) 

投資対象に係る未実現評価益の変動  (526,535) (76,248) 

為替先渡し契約に係る未実現評価益の変動  (1,529,907) (221,546) 

     

運用に関連する資産および負債の変動：     

未収利息の減少  66,221  9,589 

その他の資産の減少  64,331  9,316 

未払代行協会員報酬の減少  (630) (91) 

未払保管会社報酬および副管理事務代行会社報酬の増加  12,207  1,768 

未払販売会社報酬の減少  (8,179) (1,184) 

未払管理報酬の減少  (3,785) (548) 

未払専門家報酬の増加  23,553  3,411 

未払受託会社報酬の減少  (12,754) (1,847) 

その他の未払費用の減少  (4,752) (688) 

運用活動による現金収入（純額）  7,932,421  1,148,694 

     

財務活動によるキャッシュ・フロー：     

受益証券の発行による手取金  12,622,327  1,827,839 

受益証券の買戻しに係る支払金  (18,258,156) (2,643,964) 

受益者に支払われた分配金  (1,917,943) (277,737) 

財務活動による現金支出（純額）  (7,553,772) (1,093,862) 

     

現金および外貨の純増加  378,649  54,832 

     

期首現在現金および外貨  657,202  95,169 

期末現在現金および外貨  1,035,851  150,002 

     

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 

 

（※）円貨換算は、１米ドル＝144.81円による。 

 



－  － 
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NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 

財務ハイライト 

2025年２月28日に終了した年度 

受益証券１口当たりのデータおよび割合（要約） 

（別途明記されない限り、米ドルで表示） 

 

 円クラス  米ドルクラス 

 
2025年２月28日 

に終了した年度 
 

2025年２月28日 

に終了した年度 

 （円）  （米ドル）  （円） 

      

純資産価格－期首現在 8,249  9.56  1,384 

      

純投資収益(1) 197  0.23  33 

実現および未実現純利益／（損失） (11) 0.49  71 

運用による純資産の純増加 186  0.72  104 

      

分配金 (300) (0.36) (52) 

      

純資産価格－期末現在 8,135  9.92  1,437 

      

トータル・リターン 2.29％  7.66％   

      

割合／補足的情報：      

 純資産－期末現在 2,813,800千円  33,797千米ドル  4,894,144千円 

 平均純資産に対する費用の割合 1.92％  1.99％   

 平均純資産に対する純投資収益の割合 2.40％  2.40％   

      

(1)年度中の平均発行済受益証券口数を利用して計算された。 

 

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 

 

（※）円貨換算は、１米ドル＝144.81円による。 

 

  



－  － 
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NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 

投資有価証券明細表 

2025年２月28日現在 

（米ドルで表示） 

 

通貨  元本金額  銘柄  

純資産に 

占める 

割合(％) 

 公正価値 

    債券（91.0％）     

         

    オーストラリア（4.5％）     

    社債（4.5％）     

    APA Infrastructure Ltd.     

ユーロ  1,000,000  7.13% due 11/09/83  2.2  1,144,122 

    AusNet Services Holdings Pty Ltd.     

ユーロ  1,200,000  1.63% due 03/11/81  2.3  1,212,290 

    社債合計    2,356,412 

    オーストラリア合計    2,356,412 

         

    ベルギー（2.9％）     

    社債（2.9％）     

    Elia Group S.A. NV     

ユーロ  1,300,000  5.85% due 03/15/28(1)  2.7  1,419,789 

    Syensqo S.A.     

ユーロ  100,000  2.50% due 12/02/25(1)  0.2  102,825 

    社債合計    1,522,614 

    ベルギー合計    1,522,614 

         

    カナダ（5.0％）     

    社債（5.0％）     

    Enbridge, Inc.     

米ドル  1,809,000  5.50% due 07/15/77  3.3  1,764,964 

米ドル  360,000  6.00% due 01/15/77  0.7  358,090 

米ドル  333,000  7.63% due 01/15/83  0.7  348,900 

    Rogers Communications, Inc.     

米ドル  149,000  5.25% due 03/15/82  0.3  145,593 

    社債合計    2,617,547 

    カナダ合計    2,617,547 

         

    デンマーク（1.6％）     

    社債（1.6％）     

    Orsted AS     

ユーロ  800,000  5.13% due 03/14/24  1.6  854,660 

    社債合計    854,660 

    デンマーク合計    854,660 

         

    フランス（22.3％）     

    社債（22.3％）     

    Electricite de France S.A.     

英ポンド  2,100,000  6.00% due 01/29/26(1)  5.0  2,644,215 

    Engie S.A.     

ユーロ  2,000,000  5.13% due 03/14/33(1)  4.2  2,175,539 

    Orange S.A.     

ユーロ  2,800,000  5.38% due 01/18/30(1)  5.9  3,112,430 

 



－  － 
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通貨  元本金額  銘柄  

純資産に 

占める 

割合(％) 

 公正価値 

         

    TotalEnergies SE     

ユーロ  2,269,000  1.63% due 10/25/27(1)  4.3  2,247,671 

ユーロ  700,000  4.12% due 11/19/29(1)  1.4  738,010 

    Veolia Environnement S.A.     

ユーロ  700,000  5.99% due 11/22/28(1)  1.5  783,726 

    社債合計    11,701,591 

    フランス合計    11,701,591 

         

    ドイツ（2.3％）     

    社債（2.3％）     

    Bertelsmann SE & Co. KGaA     

ユーロ  100,000  3.50% due 04/23/75  0.2  103,739 

    EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG     

ユーロ  900,000  5.25% due 01/23/84  1.9  991,364 

    Merck KGaA     

ユーロ  100,000  1.63% due 09/09/80  0.2  101,624 

    社債合計    1,196,727 

    ドイツ合計    1,196,727 

         

    イタリア（2.0％）     

    社債（2.0％）     

    Enel SpA     

ユーロ  800,000  4.50% due 10/14/32(1)  1.6  831,933 

    ENI SpA     

ユーロ  100,000  2.00% due 02/11/27(1)  0.2  101,140 

    Terna - Rete Elettrica Nazionale     

ユーロ  100,000  2.38% due 11/09/27(1)  0.2  100,633 

    社債合計    1,033,706 

    イタリア合計    1,033,706 

         

    オランダ（6.7％）     

    社債（6.7％）     

    Alliander NV     

ユーロ  100,000  4.50% due 03/27/32(1)  0.2  107,993 

    Koninklijke KPN NV     

ユーロ  200,000  4.88% due 06/18/29(1)  0.4  216,008 

    Stedin Holding NV     

ユーロ  300,000  1.50% due 12/31/26(1)  0.6  300,969 

    TenneT Holding BV     

ユーロ  100,000  2.37% due 07/22/25(1)  0.2  103,395 

    Volkswagen International Finance NV     

ユーロ  1,300,000  3.88% due 06/14/27(1)  2.5  1,338,480 

ユーロ  1,300,000  7.50% due 09/06/28(1)  2.8  1,470,543 

    社債合計    3,537,388 

    オランダ合計    3,537,388 

         

    ポルトガル（0.2％）     

    社債（0.2％）     

    EDP S.A.     

ユーロ  100,000  1.88% due 03/14/82  0.2  95,680 

    社債合計    95,680 

    ポルトガル合計    95,680 

         

 



－  － 
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通貨  元本金額  銘柄  

純資産に 

占める 

割合(％) 

 公正価値 

         

    スペイン（3.5％）     

    社債（3.5％）     

    Iberdrola Finanzas S.A.     

ユーロ  300,000  4.25% due 05/28/30(1)  0.6  317,707 

ユーロ  1,300,000  4.87% due 01/16/31(1)  2.7  1,416,759 

    Redeia Corp. S.A.     

ユーロ  100,000  4.63% due 05/07/28(1)  0.2  107,348 

    社債合計    1,841,814 

    スペイン合計    1,841,814 

         

    スウェーデン（1.1％）     

    社債（1.1％）     

    Vattenfall AB     

英ポンド  500,000  2.50% due 06/29/83  1.1  565,846 

    社債合計    565,846 

    スウェーデン合計    565,846 

         

    英国（28.4％）     

    社債（28.4％）     

    BP Capital Markets PLC     

ユーロ  393,000  3.25% due 03/22/26(1)  0.8  407,739 

ユーロ  2,276,000  3.63% due 03/22/29(1)  4.5  2,341,476 

    British Telecommunications PLC     

米ドル  2,018,000  4.25% due 11/23/81  3.7  1,964,890 

英ポンド  600,000  8.38% due 12/20/83  1.6  814,041 

    Centrica PLC     

英ポンド  500,000  6.50% due 05/21/55  1.2  642,774 

    NGG Finance PLC     

ユーロ  1,002,000  2.13% due 09/05/82  1.9  1,011,078 

英ポンド  1,378,000  5.63% due 06/18/73  3.3  1,733,257 

    SSE PLC     

ユーロ  677,000  3.13% due 04/14/27(1)  1.3  697,972 

英ポンド  303,000  3.74% due 01/14/26(1)  0.7  376,753 

ユーロ  1,282,000  4.00% due 01/21/28(1)  2.6  1,347,800 

    Vodafone Group PLC     

米ドル  2,460,000  4.13% due 06/04/81  4.2  2,211,481 

ユーロ  1,200,000  6.50% due 08/30/84  2.6  1,374,316 

    社債合計    14,923,577 

    英国合計    14,923,577 

         

    米国（10.5％）     

    社債（10.5％）     

    CVS Health Corp.     

米ドル  1,000,000  6.75% due 12/10/54  1.9  999,587 

    NextEra Energy Capital Holdings, Inc.     

米ドル  1,000,000  6.75% due 06/15/54  2.0  1,025,891 

    Sempra     

米ドル  1,200,000  6.40% due 10/01/54  2.2  1,154,504 

    Southern Co.     

ユーロ  2,329,000  1.88% due 09/15/81  4.4  2,315,287 

    社債合計    5,495,269 

    米国合計    5,495,269 

         

 

 



－  － 
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通貨  元本金額  銘柄  

純資産に 

占める 

割合(％) 

 公正価値 

         

    債券合計（費用46,963,138米ドル）    47,742,831 

    投資有価証券合計（費用46,963,138米ドル）  91.0  47,742,831 

    負債を超える現金およびその他の資産  9.0  4,726,806 

    
純資産 

 
100.0 

 
52,469,637 

(7,598,128,134円) 

 

(1)永久債券。表示されている満期日は次の償還日を示す。 

 

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 

 

（※）円貨換算は、１米ドル＝144.81円による。 



－  － 
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ファンド・レベルの為替先渡し契約 

買付 

通貨 
 取引先  想定元本  決済日  

売付 

通貨 
 想定元本 

未実現 

評価益 

（米ドル） 

未実現 

（評価損） 

（米ドル） 

未実現純 

評価益／ 

（評価損） 

（米ドル） 

ユーロ  
Royal Bank of 
Canada 

 155,103  2025年４月16日  米ドル  (160,272) 1,406 － 1,406 

ユーロ  
State Street 
Bank And 
Trust Co. 

 1,343,600  2025年４月16日  米ドル  (1,400,798) － (238) (238)

英ポンド  
Royal Bank of 
Canada 

 402,822  2025年４月16日  米ドル  (500,000) 7,158 － 7,158 

英ポンド  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 2,653,172  2025年４月16日  米ドル  (3,300,000) 40,379 － 40,379 

米ドル  Citibank NA  201,209  2025年４月16日  ユーロ  (193,300) － (286) (286)

米ドル  Goldman Sachs  136,853  2025年４月16日  ユーロ  (131,088) 208 － 208 

米ドル  
Royal Bank of 
Canada 

 724,657  2025年４月16日  ユーロ  (700,000) － (5,018) (5,018)

米ドル  
Royal Bank of 
Canada 

 145,941  2025年４月16日  ユーロ  (140,118) － (117) (117)

米ドル  
State Street 
Bank And 
Trust Co. 

 31,677,743  2025年４月16日  ユーロ  (30,384,269) 5,391 － 5,391 

米ドル  
State Street 
Bank And 
Trust Co. 

 10,992,023  2025年４月16日  英ポンド  (8,796,618) － (83,034) (83,034)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 720,470  2025年４月16日  ユーロ  (700,000) － (9,205) (9,205)

           54,542 (97,898) (43,356)

 

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 



－  － 
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円クラス為替先渡し契約 

買付 

通貨 
 取引先  想定元本  決済日  

売付 

通貨 
 想定元本 

未実現 

評価益 

（米ドル） 

未実現 

（評価損） 

（米ドル） 

未実現純 

評価益／ 

（評価損） 

（米ドル） 

日本円  Goldman Sachs  13,320,945  2025年４月16日  米ドル  (86,805) 2,049 － 2,049 

日本円  Goldman Sachs  11,554,779  2025年４月16日  米ドル  (74,686) 2,387 － 2,387 

日本円  
State Street 
Bank And 
Trust Co. 

 9,588,341  2025年４月16日  米ドル  (63,742) 215 － 215 

日本円  UBS AG  2,840,059,162  2025年４月16日  米ドル  (18,178,612) 765,259 － 765,259 

日本円  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 822,387  2025年４月16日  米ドル  (5,327) 158 － 158 

日本円  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 40,000,000  2025年４月16日  米ドル  (258,152) 8,658 － 8,658 

日本円  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 168,493,151  2025年４月16日  米ドル  (1,101,303) 22,586 － 22,586 

米ドル  Citibank NA  74,974  2025年４月16日  日本円  (11,300,149) － (401) (401)

米ドル  
Royal Bank of 
Canada 

 123,083  2025年４月16日  日本円  (19,276,115) － (5,493) (5,493)

米ドル  
State Street 
Bank And 
Trust Co. 

 70,215  2025年４月16日  日本円  (10,975,534) － (2,995) (2,995)

米ドル  
State Street 
Bank And 
Trust Co. 

 56,692  2025年４月16日  日本円  (8,787,381) － (1,922) (1,922)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 494,793  2025年４月16日  日本円  (76,046,611) － (12,456) (12,456)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 462,327  2025年４月16日  日本円  (71,166,901) － (12,374) (12,374)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 56,096  2025年４月16日  日本円  (8,628,907) － (1,461) (1,461)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 63,653  2025年４月16日  日本円  (9,730,805) － (1,254) (1,254)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 31,532  2025年４月16日  日本円  (4,843,557) － (775) (775)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 159,580  2025年４月16日  日本円  (24,011,296) － (581) (581)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 26,767  2025年４月16日  日本円  (4,029,420) － (110) (110)

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 59,019  2025年４月16日  日本円  (8,762,627) 570 － 570 

米ドル  
Westpac 
Banking 
Corporation 

 95,837  2025年４月16日  日本円  (14,253,853) 760 － 760 

           802,642 (39,822) 762,820 

 

 添付の注記は、当財務書類の一部である。 

 

 

 



－  － 

 

 

23

NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 

財務書類に対する注記 

2025年２月28日に終了した年度 

 

注１－組成 

 NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、日興ＡＭオフショア・

ファンズのシリーズ・トラストであり、ケイマン諸島の法律に準拠し、2016年12月16日付の追補証書（以下「追

補証書」といいます。）に従って設立されたオープン・エンド型のユニット・トラストです。日興ＡＭオフショ

ア・ファンズは、ケイマン諸島の法律に準拠し、2012年10月15日付のマスター信託証書（以下「マスター信託証

書」といいます。）に従って設立されており、ミューチュアル・ファンド法（2021年改正）第４条第１項（a）

に基づき、ケイマン諸島金融庁（以下「CIMA」といいます。）から免許を交付されています。ファンドは、2017

年２月22日に運用を開始しました。 

 ファンドの資産は、日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド（以下「管理会社」といいます。）により、

日次単位で管理されています。管理会社は、投資顧問業務を日興アセットマネジメント株式会社（以下「投資顧

問会社」といいます。）に委託しています。投資顧問会社は、投資顧問業務をニューバーガー・バーマン・イン

ベストメント・アドバイザーズLLC（以下「副投資顧問会社」といいます。）に委託しています。ファンドの管

理事務は、ニューヨーク州の法律に準拠して設立されたリミテッド・パートナーシップであるブラウン・ブラ

ザーズ・ハリマン・アンド・コー（以下「保管会社」および「副管理事務代行会社」といいます。）に委託され

ています。 

 ファンドの投資目的は、配当収益および値上がり益により中長期のトータル・リターンを実現することです。

ファンドは、非金融会社である発行体により発行され、ムーディーズ、Ｓ＆Ｐまたはフィッチから格付が付与さ

れた投資適格および投資不適格の双方のハイブリッド証券に主として投資するものとします。ポートフォリオの

平均格付は、ＢＢＢ－またはＢａａ３以上とします（平均格付の計算にあたっては、各コーポレート・ハイブ

リッド証券に対する格付のうち、上記格付機関の最も高い格付をもって平均を求めます。）。 

 コーポレート・ハイブリッド負債証券は、一般に発行体が利息の支払いと引き換えに投資家から金銭を借り入

れるための手段を提供する、株式と債券の両方の特徴を兼ね備えた仕組商品です。発行体企業は、自己資本水準

の引き上げ、加重平均資本コストの引き下げ、資金調達源の分散化や信用格付の管理をはじめとした様々な理由

でハイブリッド証券を利用することがあります。条件の標準化が進んでいますが、各商品に固有の特徴（支払条

件、負債比率のような特性、期間、適用利率等）は変更される可能性があります。 

 ファンドは、政府や政府関係機関が発行する固定金利および変動金利の負債証券（債券を含みます。）にも投

資することがあります。 

 デリバティブ商品は、専ら効率的なポートフォリオ管理および／または投資ならびにヘッジを目的として利用

されます。 

 追補証書およびマスター信託証書の規定に従い、CIBCカリビアン・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

（ケイマン）リミテッド（旧称ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カン

パニー（ケイマン）リミテッド）（以下「受託会社」および「管理事務代行会社」といいます。）がファンドの

受託会社として任命されています。 

 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を代行協会員（以下「代行協会員」といいます。）

に選任し、同社または管理会社がファンドの販売会社として随時選任するその他の者もしくは機関を日本におけ

る受益証券の販売会社（以下「販売会社」といいます。）に選任しました。 



－  － 
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注２－重要な会計方針の概要 

 ファンドは、財務会計基準審議会（以下「FASB」といいます。）制定の会計基準コーディフィケーション（以

下「ASC」といいます。）第946号における財務会計報告に関する指針に従う投資信託会社です。 

 

見積りの使用 

 当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則（以下「米国GAAP」といいます。）に

基づいて作成されています。米国GAAPに基づいた財務書類の作成にあたり、ファンドの経営陣は、財務書類の日

付現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、ならびに報告対象期間の収益および費

用の報告金額に影響を与えるような見積りおよび仮定を行わなければなりません。実績額（公正価値で評価され

た投資対象の売却により実現した最終的な金額を含みます。）と見積額との間に差異が生じる場合があり、かか

る差異は重大なものである可能性があります。 

 

会計処理の前提 

 証券取引および契約に基づく取引は、取引日／契約日ベースで計上されます。受取利息は、適用ある源泉徴収

税を控除した実効利回りベースで計上されます。利息費用およびその他の費用は、発生主義により計上されます。

証券取引の実現損益は、売却または補償された有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。投資対象の評

価額の変動は、運用計算書上、未実現評価益または評価損として計上されます。 

 

投資対象の評価 

 当該債券およびその他の債務証券は、制限付有価証券を含めて（短期債は除きますが、上場株式等は含みま

す。）公正価値で評価され、公正価値は、その有価証券が通常取引される主たる市場における最終の売買価格

（この価格は、価格決定業者（かかる業者を利用することは、投資顧問会社により承認されています。）の提供

した評価額に基づくものです。）または売買がまったく行われなかった場合は、その有価証券のマーケット・

メーカーであるブローカーが提供した、評価日における買呼値となります。満期日まで12ヶ月未満となったすべ

ての債務証券は、原則として、満期日までの実効利回り累積／償却法により導かれた償却原価に、市場価格との

比較に基づく調整を適宜加えた値を用いて、公正価値で評価されます。 

 米国GAAPに準拠した公正価値の測定および開示に関する当局の指針に従い、ファンドは、公正価値の測定に用

いられる評価技法よりもインプットを優先させるヒエラルキーにより、投資対象の公正価値を開示します。かか

る優先順位においては、同一の資産または負債に係る活発な市場における未調整相場価格に基づく評価額が最も

優先され（レベル１測定）、当該評価のために重要かつ観測不能なインプットに基づく評価額は、最も下位の優

先度（レベル３測定）となります。上記指針は、以下のとおり３つのレベルの公正価値ヒエラルキーを設定して

います。 

・レベル１－同一の投資対象に係る活発な市場であって測定日現在ファンドがアクセス可能なものにおける未調

整相場価格を反映するインプット。 

・レベル２－資産または負債に関する直接的または間接的に重要かつ観測可能な、相場価格以外のインプット

（活発ではないとみなされる市場におけるインプットを含みます。）。 

・レベル３－重要かつ観測不能なインプット。 

 様々な評価手法の適用にあたってインプットが使用され、インプットは、市場参加者が評価を決定するにあた

り用いる広範な仮定（リスクに関する仮定を含みます。）を前提とします。インプットには価格情報、個別およ

び広範囲の信用情報、流動性に係る統計、ならびにその他の要因が含まれます。ある金融商品の公正価値ヒエラ

ルキーにおけるレベルは、当該公正価値測定において重要なインプットのレベルのうち最も下位のものに基づき

ます。しかしながら、何をもって「観測可能」とするかの決定に際しては、投資顧問会社による重要な判断が必

要です。投資顧問会社は、観測可能なデータとは、容易に入手可能な市場情報であって、定期的に配信または更

新され、信頼性があって検証可能であり、専有でなく、関連する市場に活発に関与している独立した情報源によ

り提供されるものとみなします。当該ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、当該金融商品の価格設定の透明

性を基礎としており、投資顧問会社の認識する当該商品のリスクには必ずしも対応しません。 

 評価額が活発な市場の相場価格に基づいており、したがってレベル１に分類される投資対象には、活発に取引

されている株式、一定の米国政府債券およびソブリン債、ならびに一定の短期金融証券が含まれます。投資顧問

会社は、ファンドが多額のポジションを保有し、売却により相場価格に影響を及ぼす可能性が合理的に存在する
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ような状況であっても、かかる金融商品の相場価格に調整を行わない見込みです。 

 活発ではないとみなされる市場において取引されるものの、市場相場価格、ディーラーの気配値、または観測

可能なインプットにより支えられる代替的な価格形成情報源に基づいて評価される投資対象は、レベル２に分類

されます。かかる分類には、投資適格債券、短期投資、および為替先渡し契約が含まれます。レベル２の投資対

象には、活発な市場で取引されていないポジションおよび／または譲渡制限の付されたポジションが含まれるた

め、評価額は、流動性の欠如および／または非譲渡性（これらは通常、入手可能な市場情報に基づくものです。）

を反映するよう調整される場合があります。 

 レベル３に分類される投資対象には、取引頻度の低さが見込まれることから、重要かつ観測不能なインプット

が含まれます。レベル３の金融商品には、資産担保証券および不動産抵当担保証券が含まれます。これらの有価

証券の観測可能な価格が入手可能ではない場合、ファンドは公正価値を測定するために評価技法を用います。 

 有価証券の評価に用いられるインプットまたは手法は、必ずしも当該有価証券への投資に伴うリスクを示すも

のではありません。 

 以下の表は、2025年２月28日現在の資産負債計算書に計上された金融商品を、内容別および評価ヒエラルキー

のレベル別に示したものです。かかる金融商品の詳細な分類については、投資有価証券明細表に表示されていま

す。 

 

資産の公正価値 （単位：米ドル）

  
レベル１  レベル２  レベル３ 

 公正価値 

（2025年２月28日現在） 

債券  －  47,742,831  －  47,742,831 

為替先渡し契約  －  857,184  －  857,184 

合計  －  48,600,015  －  48,600,015 

 

負債の公正価値 （単位：米ドル）

  
レベル１  レベル２  レベル３ 

 公正価値 

（2025年２月28日現在） 

為替先渡し契約  －  (137,720) －  (137,720)

合計  －  (137,720) －  (137,720)

 

 2025年２月28日に終了した年度において、レベル３への転入およびレベル３からの転出はありませんでした。

ファンドの方針は、レベルを決定し、期末日現在のすべての移転を評価することです。 

 

外貨換算 

 米ドル（以下「米ドル」または「機能通貨」といいます。）以外の通貨で保有される資産および負債は、財務

書類の日付現在の実勢為替レートで機能通貨に換算されます。収益および費用は、当該収益または費用が発生し

た日現在の実勢為替レートで換算されます。外国為替取引により生じた実現損益および未実現損益は、当該取引

の発生した期間における運用計算書に含まれます。 

 ファンドでは、投資対象に係る為替レートの変化に起因して生じた実績部分を、保有する有価証券の市場価格

の変化により生じた変動と区別しません。かかる変動は、投資対象に係る実現純損益および未実現純損益に含ま

れます。 

 

所得税 

 ケイマン諸島の現行法上、ファンドに課せられる所得税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税またはその他の

税金は存在しません。ケイマン諸島以外の一定の法域において、ファンドが受け取る配当および利息に対し、外

国の源泉徴収税を課せられる場合があります。かかる法域において、ファンドに由来するキャピタル・ゲインは

通常、外国の所得税または源泉徴収税を免除されることになります。ファンドは、いかなる法域においても所得

税を課せられることのないように事業を営む意向です。したがって、財務書類上、所得税引当金は設定されたこ

とがありません。受益者は、その個別の事情に応じて、ファンドの課税基準所得の持分相当分に対し、課税され

ることがあります。 
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 ファンドは、税務ポジションの不確実性に係る会計処理および開示に関する当局の指針（FASB制定のASC第740

号）に従います。かかる指針により、管理会社は、ファンドの税務ポジションが、適用ある税務当局の審査の結

果、認められる可能性が認められない可能性を上回るかどうか、判断しなければなりません。かかる判断には、

当該ポジションの技術的利点に基づき、関連する不服申し立てまたは訴訟手続を決議することも含まれます。認

定の最低基準を満たすであろう税務ポジションに関しては、財務書類上に認識される税務ベネフィットは、関連

する税務当局との最終的な解決を経て実現される最大ベネフィットの可能性が50％を上回ることにより縮小しま

す。管理会社は、この当局指針に基づく財務書類に対する影響は、ごくわずかまたはゼロであると判断しました。 

 

為替先渡し契約 

 ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資対象の全部もしくは一部に係る為替リスクに対するヘッジまたは効

率的なポートフォリオ管理を目的として、為替先渡し契約を締結することがあります。為替先渡し契約を締結す

る場合、ファンドは、確定金額の外貨を合意済みの価格により合意済みの将来の期日に受け取ることまたは引き

渡すことに合意します。こうした契約では、日々評価が行われ、契約上のファンドの純持分（該当する契約に係

る未実現評価益／（評価損）を表し、契約締結日現在の先渡し為替レートと報告日現在の先渡し為替レートとの

差により測定されます。）は、資産負債計算書に計上されます。実現損益および未実現損益は、運用計算書に計

上されます。 

 こうした金融商品には、資産負債計算書に認識される金額を超える市場リスクもしくは信用リスクまたはその

両方のリスクが伴います。リスクは、カウンターパーティが契約条件を履行できなくなる可能性から生じ、また、

通貨の価値、有価証券の評価額および金利の変動から生じます。クラス・レベルのヘッジに加えて、ファンドに

は当期中、為替先渡し契約54件（その平均想定元本は7,653,250米ドル、満期日までの平均残存期間は71日間で

す。）により2,437,746米ドルの実現純利益がありました。また、ファンドには当期中、円ヘッジ・クラス・レ

ベルで保有される為替先渡し契約35件（その平均想定元本は6,027,348米ドル、満期日までの平均残存期間は78

日間です。）により3,498,922米ドルの実現純損失がありました。クラス・レベルのヘッジのために年間を通じ

て保有される為替先渡し契約の平均想定元本は、各時点における円クラスの純資産価格とおおむね一致していま

す。 

 ファンドの資産は、一または複数の通貨により保有される可能性がありますが、ファンドは、原則として、各

クラスの表示通貨（米ドルクラスは米ドル、円クラスは日本円）と投資先ポートフォリオの資産の通貨との間で

為替取引を行います。ただし、円クラスのヘッジは、米ドルを通じて行われる可能性があります。 

 

現金および外貨 

 現金および外貨は、保管会社の保有するすべての通貨ならびにその他の金融機関への翌日物預金および短期預

金により構成されます。 

 

注３－受益証券 

 ファンドの純資産は、円クラス受益証券および米ドルクラス受益証券に分類されます。受益証券は、円建てお

よび米ドル建てです。円クラス受益証券および米ドルクラス受益証券は、以下に該当しない者、法人または主体

のような適格投資家によって入手可能です。(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国に設立されたもしくは存続す

るパートナーシップまたは米国の法律に準拠して設立されたもしくは存続する法人、トラストもしくはその他の

主体、(ⅱ)ケイマン諸島に居住するもしくは住所を置く者または主体（慈善信託もしくは団体またはケイマン諸

島の特例会社もしくは非居住会社を除きます。）、(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の申込みもしくは保

有を行うことができない者、または(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、法人もしくは主体の保管者、名義人

もしくは受託者。円クラスおよび米ドルクラスはともに、ファンド・レベルの投資の損益を比例的に共有します。

さらに、円クラスは、ヘッジ目的で円クラス・レベルで保有されるFXフォワードから損益を受け取ります。ファ

ンドの為替ヘッジ戦略の詳細については、注１をご参照ください。 

 管理会社は、受益者に対する事前の通知または受益者の書面による同意なしに、ファンドの一または複数のク

ラスの受益証券の発行を決定することができます。 

 円クラス受益証券および米ドルクラス受益証券に帰属するすべての純資産は、１種類の名義人口座の受益者に

保有されます。 
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（単位：米ドル）

 円クラス  米ドルクラス  
ファンド 

合計 

2024年２月29日現在の残高 29,305,192  25,772,179  55,077,371 

期中の申込み 1,809,179  12,895,753  14,704,932 

期中の買戻し (12,025,233) (5,986,182)  (18,011,415) 

分配金 (826,397) (1,091,546)  (1,917,943) 

運用による純資産の純増加 409,409  2,207,283  2,616,692 

2025年２月28日現在の純資産 18,672,150  33,797,487  52,469,637 

      

2024年２月29日現在の発行済受益証券口数 531,704口  2,696,670口  3,228,374口 

期中に発行された受益証券 34,512口  1,319,957口  1,354,469口 

期中に買い戻された受益証券 (220,325)口  (610,612)口  (830,937)口 

2025年２月28日現在の発行済受益証券口数 345,891口  3,406,015口  3,751,906口 

      

2025年２月28日現在の受益証券１口当たり純資産価格 53.98  9.92   

 

受益証券の申込み 

 米ドルクラス受益証券は、受益証券１口当たり10.00米ドルの当初発行価格で当初発行されました。円クラス

受益証券は、受益証券１口当たり10,000円の当初発行価格で当初発行されました。当初払込日以降の申込者１人

当たりの米ドルクラス受益証券の最低当初申込口数は、受益証券について10口以上１口単位です。申込者１人当

たりの円クラス受益証券の最低当初申込口数は、受益証券について１口以上１口単位です。 

 管理会社は随時、その単独の裁量により上記記載の最低当初申込口数（金額）および最低追加申込口数（金額）

を放棄または変更することができます。 

 

申込手数料 

 申込者は、申込金額に加えて、申込金額の最大３％（適用ある税金を除きます。）の申込手数料を販売会社に

支払わなければなりません。 

 

受益証券の買戻し 

 ファンドは、負債と株主資本の区別に関する当局の指針に従って買戻しを認識します。買戻しは、米ドル、日

本円または受益証券で表示されるかを問わず、買戻通知で要求される米ドル、日本円および受益証券の額のそれ

ぞれが確定した時点（一般的に要求の性質により通知の受領時または会計年度末日のいずれかにおいて起きる可

能性があります。）で負債として認識されます。その結果、期末以降に支払われた買戻額は、期末の純資産に基

づきますが、2025年２月28日現在に支払われる買戻額として反映されています。2025年２月28日現在、未払買戻

額はありませんでした。 

 

受益者による受益証券の買戻し 

 各受益者は、買戻しが管理会社により中断されていない限り、ファンドによる受益証券の買戻しを請求するこ

とができます。受益証券は、当該買戻日（2017年２月22日以降の各営業日またはファンドに関して管理会社が随

時決定することのできるその他の日（以下「評価日」ともいいます。））における受益証券１口当たり純資産価

格で毎日買い戻されます。５年を超えて保有する受益証券の買戻しについては、買戻し手数料は課されません。 

 

強制買戻し 

 受託会社または管理会社が、ファンドのクラスの受益証券がかかるファンドにとって適格投資家でない者によ

りもしくはかかる者のために保有されており、またはその保有によりトラストもしくはファンドが登録義務を負

い、税金を課されもしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断した場合、または受託会社もしく

は管理会社が、かかる受益証券の申込みもしくは購入の資金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う

理由を有する場合、または理由の如何にかかわらず（受託会社または管理会社が受益者に理由を開示しないこと

ができます。）受託会社または管理会社がその絶対的な裁量により、関連するクラスの受益者またはファンド全

体の受益者の利益を考慮し、適切と考えると判断した場合、管理会社は、受託会社と協議の上、その保有者に対
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して、かかる受益証券を10日以内に売却し、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提供するように命令

することができ、上記が満たされない場合、管理会社はかかる受益証券を買い戻すことができます。 

 

ファンドの終了 

 終了により、管理会社はファンドのすべての資産を換金し、適切に支払われるべきすべての負債の適切な引当

金および終了に関する費用の留保準備金の支払いまたは留保後、受託会社は当該換金の手取金を受益者にファン

ドの終了日現在のファンドにおける各持分に応じて按分して分配するものとします。 

 

受益者に対する分配 

 管理会社は、その単独の裁量により、分配を宣言することができますが、これが行われるという保証はありま

せん。分配は、各分配基準日に宣言され、各分配落ち日に計算されます。分配期間とは、直前の分配基準日の翌

暦日に開始し、分配基準日（同日を含みます。）に終了する期間をいいます。分配金は、関連する分配日に支払

われます。ただし、関連する分配期間の関連するクラスの受益証券について宣言されたかかる分配金（もしあれ

ば）は、ファンドの収益、実現／未実現のキャピタル・ゲインおよび管理会社が決定する当該クラスの受益証券

に帰属する分配可能なファンドの資金から支払われます。 

 受益者に対する分配の宣言により、受益証券１口当たりのクラス・レベルの純資産価格は、相当する受益者１

人当たりのクラス・レベルの受益証券口数に影響を与えることなく下落します。これにより、ファンドに対する

受益者の投資全体が減少します。さらに、事業成績に起因するファンドの純資産の純増を超える分配期間中の分

配により、分配の一部が資本収益となります。 

 分配金（もしあれば）の額は、管理会社の単独の裁量により決定され、各（またはいずれかの）分配期間にお

いて分配が行われるという表明または保証はなされていません。 

 

資本 

 受益証券１口当たり純資産価格は、各取引日（各評価日またはファンドに関して管理会社が随時決定すること

のできるその他の日）につき、ファンドの資産および負債（ファンドの発生した報酬および費用を含みます。）

の差額を発行済受益証券口数で除して、計算されます。 

 信託証書には、ファンドにおける発行予定の受益証券口数は、管理会社の決定どおりに制限がないものとし、

無額面であるものとする旨が定められています。 

 

注４－デリバティブ金融商品 

 ASC第815-10-50号により、デリバティブ商品およびヘッジ活動について開示がなされなければなりません。そ

れにより、ファンドは、a）事業体がデリバティブ商品を利用する方法および理由、b）デリバティブ商品および

関連するヘッジ項目がどのように計上されているか、ならびにc）デリバティブ商品および関連するヘッジ項目

がどのように事業体の財務状態、財務業績およびキャッシュ・フローに影響を与えるかについて開示することが

求められています。 

 ファンドは、各商品の主要なリスク・エクスポージャーを為替リスクとして、主にヘッジ目的で、先渡しデリ

バティブ商品を取引しています。ファンドが保有する為替先渡し契約は、会計処理上ASC第815号の要件に従い、

ヘッジとはみなされません。このようなデリバティブ商品の公正価値は、資産負債計算書に実現利益／（損失）

として反映された公正価値の変動とともに計上されるか、またはデリバティブに係る未実現評価益／（評価損）

純変動として運用計算書上に計上されます（注２）。 

 ファンドは、カウンターパーティ・リスクを軽減するためにカウンターパーティと国際スワップ・デリバティ

ブ協会マスター契約（以下「ISDAマスター契約」といいます。）を締結することができます。ISDAマスター契約

は、以後のすべてのデリバティブ取引に関する双務的条件を含み、一般的にファンドおよびそのカウンターパー

ティで交渉されます。ISDAマスター契約により、信用事由または不履行が起こった場合に、カウンターパーティ

に対して支払うべき金額またはカウンターパーティから受け取るべき金額すべてをネッティングして一括でネッ

ト決済することができます。 

 ファンドは、資産負債計算書上、デリバティブ契約の債権および債務の公正価値を相殺しない選択を行いまし

た。 

 2025年２月28日現在、ファンドは、マスター・ネッティング契約（以下「MNA」といいます。）に基づき相殺
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可能な金額およびファンドから受領した担保を控除した金額で、カウンターパーティによる以下のデリバティブ

資産取引を行っております。 

 

（単位：米ドル） 

カウンターパーティ 

MNAに服する 

デリバティブ 

資産 

 
相殺可能な 

デリバティブ 
 

受領した 

非現金担保 
 

受領した 

現金担保 
 

デリバティブ 

資産純額(1) 

Goldman Sachs 4,644  －  －  －  4,644 

Royal Bank of Canada 8,564  (8,564) －  －  － 

State Street Bank And Trust Co. 5,606  (5,606) －  －  － 

UBS AG 765,259  －  －  －  765,259 

Westpac Banking Corporation 73,111  (38,216) －  －  34,895 

合計 857,184  (52,386) －  －  804,798 

 

 2025年２月28日現在、ファンドは、MNAに基づき相殺可能な金額およびファンドにより供された担保を控除し

た金額で、カウンターパーティによる以下のデリバティブ負債取引を行っております。 

 

（単位：米ドル） 

カウンターパーティ 

MNAに服する 

デリバティブ 

負債 

 
相殺可能な 

デリバティブ 
 

供された 

非現金担保 
 

供された 

現金担保 
 

デリバティブ 

負債純額(1) 

Citibank NA 687  －  －  －  687 

Royal Bank of Canada 10,628  (8,564) －  －  2,064 

State Street Bank And Trust Co. 88,189  (5,606) －  －  82,583 

Westpac Banking Corporation 38,216  (38,216) －  －  － 

合計 137,720  (52,386) －  －  85,334 

 

(1)純額は、債務不履行事由の発生時におけるカウンターパーティによる債権／債務純額と同額です。 

 

 2025年２月28日現在、ファンドは、以下のデリバティブ取引を行っております。 

 

（単位：米ドル）

ヘッジ商品として 

計上されないデリバティブ 

資産デリバティブ  負債デリバティブ 

資産負債計算書 

の発生項目 
 公正価値  

資産負債計算書 

の発生項目 
 公正価値 

為替先渡し契約 

（通貨リスク） 

為替先渡し契約 

に係る未実現 

評価益 

 857,184  

為替先渡し契約 

に係る未実現 

評価損 

 (137,720)

 

 2025年２月28日に終了した年度の運用計算書におけるデリバティブ商品の影響額は以下のとおりです。 

 

（単位：米ドル）

ヘッジ商品として 

計上されない 

デリバティブ 

 

デリバティブに係る 

利益または（損失）の 

発生項目 

 

デリバティブに係る 

実現利益または 

（損失） 

 

デリバティブに係る 

未実現評価益または 

（評価損）の変動 

為替先渡し契約 

（通貨リスク） 
 

為替先渡し契約 

に係る実現純損失、 

為替先渡し契約 

に係る未実現評価益の

変動 

 (1,061,176) 1,529,907 
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注５－管理報酬 

 管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し、各評価日時点で計算される純資産価格に対する合計年

率0.65％（管理・投資顧問報酬として年率0.30％および副投資顧問報酬として年率0.35％）の管理報酬を毎月後

払いにて受領します。また、管理会社は、ファンドの資産から、マスター信託証書に基づき認められる自らの権

限および職務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しも受けます。2025年２月28日に終了した年

度において、管理会社は341,004米ドル（2025年２月28日現在、20,093米ドルが未払い）の報酬を得ました。 

 管理会社は、自身の報酬から投資顧問会社の報酬を支払います。投資顧問会社は、副投資顧問会社および投資

顧問会社の受任者または投資顧問会社がファンドに関してその職務を遂行するために任命するその他の関係者の

報酬を支払う責任を負います。 

 

注６－保管会社および副管理事務代行会社報酬 

 保管会社および副管理事務代行会社は、資産合計および取引額に基づき毎月計算され、支払われる保管報酬を

受領します。 

 保管会社および副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日時点の純資産価格を基に下記の年率で

計算される副管理事務代行報酬等（名義書換事務代行報酬を含みます。）を受領します。 

 0.08％      2.5億米ドル以下の部分 

 0.07％      2.5億米ドル超５億米ドル以下の部分 

 0.06％      ５億米ドル超の部分 

 上記の純資産価格を基にした報酬に加えて、取引額に応じて変動する取引ベースの報酬があります。 

 当該副管理事務代行報酬等は、年間最低報酬を80,000米ドルとし、毎月後払いされます。さらに、保管会社お

よび副管理事務代行会社は、通常の保管報酬および取引手数料も受領します。保管会社および副管理事務代行会

社が支払った実費については全額ファンドの負担となります。2025年２月28日に終了した年度において、保管会

社および副管理事務代行会社は161,289米ドル（2025年２月28日現在、23,601米ドルが未払い）の報酬を得まし

た。 

 

注７－受託会社報酬 

 受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し、各評価日時点で計算される純資産価格に対する年率

0.015％の合計報酬（ただし、年間最低報酬を15,000米ドルとします。）を各半期に後払いにて受領します。

2025年２月28日に終了した年度において、受託会社は14,998米ドル（2025年２月28日現在、8,577米ドルが未払

い）の報酬を得ました。 

 

注８－代行協会員報酬 

 代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に発生し、各評価日時点で計算される純資産価格に対する年率

0.05％の報酬を各四半期に後払いにて受領します。2025年２月28日に終了した年度において、代行協会員は

26,231米ドル（2025年２月28日現在、11,372米ドルが未払い）の報酬を得ました。 

 

注９－販売会社報酬 

 販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生し、各評価日時点で計算される純資産価格に対する年率

0.65％の報酬を各四半期に後払いにて受領します。2025年２月28日に終了した年度において、販売会社は

341,004米ドル（2025年２月28日現在、42,597米ドルが未払い）の報酬を得ました。 

 

注10－その他の報酬および経費 

 管理事務代行会社はFATCA/CRSのコンプライアンス業務として年1,500米ドルを受領します。 
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注11－財務リスクマネジメント 

 ファンドの活動は、市場リスク（価格リスク、金利リスクおよび為替リスクを含みます。）、信用リスクおよ

び流動性リスクといった多様な財務リスクにさらされています。 

 

市場リスク 

 すべての投資には、元本が減少するリスクがあります。投資顧問会社は、有価証券およびその他の金融商品の

慎重な選択により、かかるリスクを緩和させます。 

 ファンドの投資管理プロセスは、注１に記載されています。ファンドが、中長期での値上がり益および収益の

実現という目的を達成することができるかどうかは、主に、社債への投資の結果にかかっています。ファンドの

すべての市場ポジションは、ファンドの投資顧問会社によって日々監視されています。 

 ファンドの投資の価値は、多数の要因（より幅広い経済の変化、金融市場および通貨市場、外国為替レート、

金利の動向ならびに債券発行者の信用格付を含みますが、これらに限られません。）の影響を受けます。 

 ファンドは、その資産負債計算書に反映される金額を上回る市場リスクを様々な程度で有する為替先渡し契約

を締結することがあります。かかる契約の契約金額は、これらの金融商品へのファンドの投資の度合いを表しま

す。これらの金融商品の基礎となる外国為替レートの変動によっては、かかる契約に関連する市場リスクが生じ

ることがあります。 

 その他の市場リスクおよび信用リスクには、かかる契約の市場が非流動的である可能性、かかる契約の価値の

変動が原通貨の価値の変動と直接関連しない可能性、または先渡し契約の相手方が、当該契約の条件に従った義

務の履行を怠る可能性が含まれます。ファンドの、未決済の為替先渡し契約の相手方の不履行に起因して損失を

負うエクスポージャーは、かかる金融商品に内在する未実現評価益に限定されており、これは、資産負債計算書

に計上されています。 

 

金利リスク 

 金利の変動に対するファンドのエクスポージャーは、主に、ファンドによる債券契約への投資に関連します。

金利の変動はまた、ファンドが短期で売買したデリバティブ商品の評価額および価格決定にも影響を与えます。

投資顧問会社は、継続的に、ファンドの金利リスクに対するエクスポージャーおよびファンドの全体的な金利感

応度を定期的に監視します。 

 

信用リスク 

信用リスクは、相手方または債券発行者が、ファンドに対する条件に従った義務の履行を怠った場合に、ファ

ンドが負う可能性のある損失を表します。市場で取引される契約の場合、取引所が個別の取引の相手方として行

為するため、個別のポジションの相手方との間の受渡しのリスクを負います。ファンドの経営陣は、未決済のデ

リバティブ契約に関連する信用リスクがファンドの財政状態に重大な悪影響を与えるとは考えていません。 

 米国破産法および1970年証券投資家保護法の両方が、機関の破綻、支払不能または清算時の顧客の保護を定め

ていますが、ファンドの資産を保管する機関が破綻した場合に、一定期間資産を使用できないか、その資産を最

終的に全額回復することができないか、またはその両方により、ファンドが損失を被ることがないという確証は

ありません。ファンドのすべての現金が一つの機関で保管されているため、かかる損失は、重大なものになり、

また、ファンドの投資目的を実現する能力を著しく損なう可能性があります。ファンドは、かかる機関が未払金

を返済する義務を履行できない可能性がある限り、信用リスクを負います。 

 

流動性リスク 

 投資家は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落することもあることにご留意ください。ファンドへの

投資は一定のリスクを伴います。また、ファンドの投資目的が実現するという保証はありません。 

 ファンドは、日々、その受益証券の買戻しを求められる可能性がありますが、経営陣は、事業運営に必要な当

面のおよび予測できる資金ならびに、必要な場合、買戻しに充てるためおよびより小規模な金額での取引を適切

に反映する市場ポジションを実現するための流動性を十分に有していると信じています。ファンドがその義務を

履行する能力を確実に有するよう、経営陣はかかる持高を継続的に監視しています。 

 2025年２月28日現在、ファンドの実質的にすべての投資は、店頭取引市場において取引されました。 
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為替リスク 

ファンドは、その機能通貨および表示通貨である米ドル建てで、投資を保有します。しかしながら、ファンド

は、円クラスに帰属するファンドの純資産の価値である日本円のヘッジを行う予定です。その結果、ファンドは、

円建ての円クラスの純資産のヘッジに使用した為替先渡し契約に関する利益または損失が発生し、かかる利益ま

たは損失は、円クラスに全額割り当てられます。かかる日本円のヘッジによる利益または損失の全額は、財務ハ

イライトに記載のトータル・リターンに反映され、運用計算書の実現および未実現利益／損失に計上されていま

す。ファンドの為替ヘッジ戦略の詳細については、注１をご参照ください。投資顧問会社は、ファンドの通貨エ

クスポージャーを日々監視しています。 

 

注12－契約義務および偶発債務 

 通常業務において、受託会社はファンドに代わって、様々な表明保証を含む契約を締結することができ、それ

らは一般補償を規定しています。一般補償は、かかる表明保証が真実でないという範囲において適用されるだけ

でなく、ファンドの管理事務代行会社、監査役または投資顧問会社といったファンドについて実施されたサービ

スに関する第三者からの要求についても補償され得ます。かかる取決めに基づく受託会社の最大のエクスポー

ジャーについては、受託者に対してなされる未だ発生していない将来の要求の範囲においてのみエクスポー

ジャーが発生することから、把握することができません。しかしながら、経験に基づき、受託会社は、損失リス

クの隔離を図っています。 

 

注13－後発事象 

 経営陣は、2025年７月９日（財務書類の発表日）までの後発事象のレビューを行いました。 

 2025年３月１日から2025年７月９日までの期間において、円クラス受益証券について17,269米ドルの申込みが

あり、958,953米ドルの買戻しがありました。また、円クラス受益証券について233,599米ドルの分配がありまし

た。 

 2025年３月１日から2025年７月９日までの期間において、米ドルクラス受益証券について2,419,704米ドルの

申込みがあり、1,087,938米ドルの買戻しがありました。また、米ドルクラス受益証券について421,728米ドルの

分配がありました。 

 その他ファンドに関して報告する重要な事項はありません。 
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Ⅳ．お知らせ 
 

 2025年９月１日付でトラストおよび管理会社の名称が変更されることに伴い、2025年６月26日付で変

更証書を締結しました。 
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Financial Statementsの英語（原文） 
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